子どもの健全な育ちと保育環境の保障を求める意見書
 　　　　

　少子化が進行する中、子どもを安心して産み育てられる環境の整備・充実が喫緊の課題となっており、保育制度の充実が求められているところである。
　現在、国が定めている保育所の最低基準については、全国知事会が「構造改革特区」の共同提案を行うなど、規制緩和を求める動きがあるが、保育所の最低基準が緩和された場合、自治体の財政事情や地域事情により、保育環境や保育の質の低下につながることが懸念される。
　平成22年６月に政府の少子化社会対策会議において決定された「子ども・子育て新システム基本制度案要綱」においては、これまで別々の制度で運営されてきた幼稚園と保育所とを全国一律にこども園(仮称)に統合しようとしているが、そこで行われる保育が、養護と教育が一体となり各年齢の連続性を踏まえたものになるという保障はない。
　さらに、新制度における保護者と施設の間の直接契約、直接補助方式等は、国や市町村の保育実施責任を後退させ、また、株式会社等の多様な主体の参入を可能にする指定制度の導入は、保育の産業化とともに、保育士の待遇や保育の質の低下につながることが懸念される。
　よって、国においては、子どもたちの心身ともに健やかな成長と良好な保育環境を保障し、安心して子どもを産み育てることができる環境を守るため、下記のとおり強く要望する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　保育所の最低基準制度については、保育の質と保育環境を保障するものであり、規制緩和により制度が後退することのないよう、現在の最低基準制度を堅持すること。

２　保育の実施は市町村の責務であると規定する児童福祉法第24条に基づく公的保育制度の堅持・拡充を図ること。

３  幼稚園や保育所がこれまで担ってきた役割や機能を十分に尊重し、幼保一体化については、慎重な検討を行うとともに、児童福祉施策としての保育制度が、制度改革により後退することのないようにすること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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